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１　学校管理下での重大事故（授業中・休み時間）発生時の対応 
     　　　　　　対処・対策の流れ及び対応の手順  留　　意　　点

  ◎事故が発生したとき
 　　事　故　発　生  　は被害者の救済を第
 　一とする。 
 ◎心臓発作、内臓破裂、
     第一発見者 　喘息、広範囲の火傷、
   　状況の判断 　大出血、意識不明、
 　その他生命に危険が
 　あると判断される場
 養護教諭へ連絡  　合は、校長の指示を
  校長（教頭）へ事故報告  　受けて、速やかに救
    ※　応急処置   　急車の出動を要請す
         ・児童の生命の安全第一に考え ※　整理して報告 　る。
         対処にあたる。        いつ　（　　　　　　　）    ※ 校長の指示
      ・他の職員は介添えする。       どこで（　　　　　　　）     緊急を要する場合
       だれが（　　　　　　　） 　　は、指示なしでも
       どんな（　　　　　　　） 　　要請できることを
  　　校長と確認してお
    校長（教頭）の判断・指示 　　く。

   ◎保護者への連絡は
     ①発生時の状況

    生命が危険と判断された場合 　生命の異常はないが速やかに    ②かかりつけの病院
      医師の診断を受ける必要があ   ③保険証持参で学校
   ○救急車の出動要請 （教頭）    る場合（頭・目・耳・骨） 　　または病院へ来て
     ○家庭への連絡 （担任） 　　もらう。
  ○応急処置事後観察 （担任・養教          ●応急処置 （養教又は担任）   ④保護者が間に合わ
 　保健主事等）        ●病院へＴＥｌ （養教） 　　なかったり、来院
 ○記録（教頭・教務）                     ●家庭へＴＥＬ （担任） 　　しなかったりした
   ○他の児童の管理 （生徒指導主事） 　　場合は、処置の結

  ・病気の場合は保護者に来校してもらい 　　果等を家庭に連絡
  １１９番　救急車    病院へ連れて行ってもらう。 　　し、家庭訪問し詳

 ・連絡が取れない場合は、学校で病院へ 　　しく説明する。
  　連れて行く。

救急車の出動要請   ◎学校事故の場合は、学校で病院へ連れ ◎消防署１１９への出
  「こちらは北浦小学校の 　て行く。 　動要請（教頭他）　

 ○○です。授業中に・・ ※搬送には基本的にタクシーを使用する    ア　発生の状況
・の事故が発生しました。   被害者の搬送は、養護教諭、保健主事   イ　被害児童の状況 
子どもが・・のけがをし    その他の職員が行う。    ウ　性別、年齢
ています。養護教諭が救  ※病院名を共有する。    エ　到着までの処置
急処置にあたっています    オ　目印・案内人

  が生命にかかわりますの ◎事情聴取と指導
 で救急車の出動をお願い 　　教務主任か保健主

します。私が学校の玄関    　事情聴取と指導 　事は事故発生状況及
 に待機していますので至 　びその後の状況を詳

急出動をお願いします。  　細（分刻みの時系列）
  到着までの応急処置の指 　に記録する。

示もお願いします。     　校長に報告     被害者以外の児童
  　の動揺を最小限に抑

    　える対応をとる。
  北浦分室      　   ４５－３０４０    北部教育事務所 ◎原因究明と事故の内
  市教委学校教育課　２２－７０３１   ３２－６１１６ 　容等を正確に把握し

  　今後の対策を検討す
   ①事故の原因 　る。

    事故対応のための緊急職員会議 ②事後の対応      時間、場所、氏名
  ③児童保護者への対応    原因、学年等

 ④マスコミへの対応 ◎全教育活動の中で事
  全校・学級での指導 　故防止の徹底を図る

◎学年や学級での全体
　指導、個別指導を継

   教育委員会・教育事務所に事故報告書の提出 　続して行い、事故の
 　再発を防ぐ。

◎安全点検の徹底と迅
    児童の安全・安心を第一に考えた学校生活の構築・環境整備 　速的確に処置する。

そ 　　　　  
の      ○　非常時の職員招集は、職員連絡網・マチコミで行う。　
他      ○　マスコミ等への対応は、窓口を一本化し、校長または教頭が行う。
留    　○　職員は、言葉遣いに十分注意し、誤解を招かないようにする。
意      ○　被害者への見舞い等には誠意を尽くすとともに、関係児童の保護者への指導を行う。
事      ○　事故現場へは校長の命を受けた教頭が急行し、随時校長へ報告する。校長は市教育委員
項 　 　　 会、北部教育事務所へ連絡の後、全職員へ指示、その後必要に応じて教頭と交代する。

窓
口
の
一
本
化



 　　　　　

１－２　重大事故（事故、けが、病気）発生後の収束段階での対応           
                                                                                                      
                                                                                                      

  重傷・死亡    連　絡 
 

    市学校教育課　　　　　２２－７０３１ 
 

 　　　　　（北浦分室  　 ４５－３０４０） 
 

 　　北部教育事務所    　 ３２－６１１６ 
 
 

   ※警察 
 

 　　延岡警察署　　　　　　２２－０１１０ 
 

 　　北浦駐在所　　　　　　４５－３０１０ 
 
 

 　※消防 
 

 　　延岡市消防署　　　　　２２－７１０８ 
 

 　　　　〃      東海分署　３５－３１７４ 

                  
  １　発生場所の状況確認（保全）                   
  ２　保護者への連絡（文書あるいは電話連絡）                   
  ３　マスコミへの対応確認（市教育委員会との連絡）                   

                 
                                                                 

 　 事後の留意事項                                                                  
                                                                 

  
   
ア　詳細な記録の整理　迅速な報告を行い、第一報、第二報   
 　・・・と入れる。   
        市学校教育課            ２２－７０３１   
  　　　　 　　（北浦分室      ４５－３０４０）   
  　　　 北部教育事務所    　　３２－６１１６   
   
イ　正式な事故報告書の作成・提出   
ウ　対応の反省と改善（職員会議の開催）   
エ　保護者への報告・説明（文書・臨時のＰＴＡ説明会の開催）   
オ　他の生徒の心のケア（専門機関との連携）   
   ○　心理カウンセラー等の要請  　※家庭訪問の実施   
カ　対象幼児、児童、生徒と保護者への継続的な対応の実施   
キ　対応マニュアルの見直し・改善、共通理解の徹底   
ク　独立行政法人日本スポーツ振興センターとの連携   
ケ　施設・設備の改善   
コ　マスコミへの対応   
   

 教頭への窓口の一本化   
  
  
 

                                                                                                     



２　学校管理外での重大事故への対応 
 
 

 

 「誠意」「即刻対応」「速やかに報・連・相」  

 
 

  
    事　故　発　生   （　　時　　分）  いつ・どこで・だれが・どんな事故・今の状況

  
  

  
    第　１　通　報       （　　時　　分）

  
  

 
    校長（教頭）へ連絡　（　　時　　分）  ＰＴＡ会長→役員連絡網（LINE）

  
   
   
   教育委員会へＴＥＬ報告         （　　時　　分） 校長が連絡（校長不在時は教頭が報告）
   北部教育事務所へＴＥＬ報告    （　　時　　分）
  
  

  
    担任・生徒指導   （　　時　　分） 担任は、病院へ急行する。
 
 
 
    全職員に連絡（マチコミまたは LINE）（　　時　　分）
 
    ①　事故の概要報告
    ②　該当児童への対応
    緊急職員会議　　　 （　　時　　分）    ③　該当児童保護者への対応

     ④　全児童と保護者への指導
     ⑤　マスコミへの対応

 ※　必要な場合は、ＰＴＡ等関係者も参加    ⑥　関係機関との連携
  ⑦　教育委員会への報告

    延岡市教育委員会への報告
                                （　　時　　分）
   関係機関への連絡

   該当児童への事後指導

 
 
 

 
     【学校管理外での児童の指導について】
 
     学校全体として生徒指導部・保健体育部が、児童の実態を十分に把握し、日頃より危機意識をも

 　って、絶えず最悪の場合を想定した予防策を組織的に構築して指導にあたる。
     特に、学級担任は、交通事故や事件等にあわないように、児童の実態に応じた指導を徹底し、常

 　時の指導とあわせて十分実施する。また、児童の休業中の過ごし方について可能な限り把握し適切
   な指導を家庭と連携して行う。長期休業中と同様に計画表を作成し、事前事後の指導を行うこと。

 
 
 
 
 
 
 



３　交通事故発生時の対応 

                    北浦駐在所　４５－３０１０ 

                    延岡警察署　２２－０１１０ 

 「誠意」「即刻対応」「速やかに報・連・相」

                  ※　事故の経緯を詳細にまとめ、必要な場合は緊急職員会議を開催する。 
 

  
   　　交通事故発生

  事故発生！
   保護者→担任→生徒指導主事→　
 　教頭→校長→教育委員会→関係機

  　関（職員連絡網）
  

  児童の交通事故   職員の交通事故
  

     
   　発見者からの通報  → 病院   事故者 　→  病院

   
           ↓     　　　【　月　日時刻　　：　　】 　　自分で判断することなく至急電話報告

                     教頭（校長）へ
 　担任（教頭）は、保護者に連絡、            【　月　日時刻　　：　　】 
 　　　　　　　　　校長に報告する。      校長・教頭の判断・指示 
 　校長の判断・指示を受け      ◎重大事故の場合、教育委員会へ一報 
 　担任は現場または病院へ直行  　　　詳細に記録 
 　※できるだけ早く現場・病院へ            【　月　日時刻　　：　　】 
     保護者よりも早く病院へ行く            ↓ 
          　　　【　月　日時刻　　：　　】      教頭は現場へ（状況等確認）

       場合によっては、病院へ直行、状況確認
◎重大事故の時、速やかに報告詳細に記録　            【　月　日時刻　　：　　】 
        ※第一報を入れる            ↓
　　　 市学校教育課　　　２２－７０３１      校長に再度状況報告 
　　　 北部教育事務所    ３２－６１１６        場合によっては、全職員に連絡 
                 【　月　日時刻　　：　　】            【　月　日時刻　　：　　】
       　　　↓            ↓

       ◎重大事故の場合、教育委員会へ逐一
 　担任・校長病院【　月　日時刻　　：　　】   　　 報告・詳細に記録 
           児童の状況把握、保護者への対応            【　月　日時刻　　：　　】
           逐一状況を報告、市教委へも

            ↓
　　       　↓

  教頭（校長）　事故処理後、文書による報告
 　緊急職員会議　原因と今後の指導につ  
  いて                ↓ 
                
      ※マスコミ対応の窓口は教頭へ一本化
            ↓

     職員会議（職員への指導・予防策の徹底、
   市教育委員会への文書による報告  　　　　　 学習指導への対応）

 
 
   職員研修を実施
 

   
　児童への日常指導の徹底を組織的に推進する。    校長・教頭により職員の交通安全、服務に

  ついて、日常の見届け指導の徹底する。

  ●事故対応時の詳細な記録の取り方
   【現場・病院での状況の把握】
 　当事者                                                   窓口の一本化 情

    　
   児　童 担任・教頭・校長 が対応   校長・教頭 が対応 報
   保護者 ← 　

      １人：メモ記録係職員      逐一報告             校長（教頭）報告を受け、復唱する 管
  職員      １人：電話報告係職員 →  １人：復唱記録係 　

      （３人以上の体制）       学校へ報告           １人：データ入力係 理
                                            　　　１人：データ整理係



４　水泳指導中の事故発生時の対応　　救急車要請　　　　　１１９ 

　　延岡市消防署　２２－７１０８　　東海分署　　３５－７１３４ 

　　延岡警察署　　２２－０１１０　　北浦駐在所　４５－３０１０ 

 「誠意」「即刻対応」「速やかに報・連・相」

                  ※　事故の経緯を詳細にまとめ、必要な場合は緊急職員会議を開催する。                  
                               ※危機対応の道具確認                                  
  学校のプールでの事故発生    役割分担確認    　　　学校外での水難事故
                              児童の健康状態確認
                                            
 　■授業中に事故発生　　  （　　時　　分）    ■　学校への通報   （　　時　　分）
         ↓　          ↓     どこの、誰から、どんな

   　第１受信者　　（　　時　　分）  
     担任 （事故者から離れないで処置にあたる）           
   ※速やかに事故報告（口頭で）  （　　時　　分） 　　　　  ↓
         携帯電話の活用                             （　　時　　分）
                                    　児童の命 校長（教頭）へ報告 → 保護者へ連絡
   教頭（校長）・養護教諭へ     　最優先        ↓  

     状況確認、対応指示 （　　時　　分） 状況確認、対応指示 → 担任へ連絡
           役割の確認・指示        （　　時　　分）     （　　時　　分）

 ◎重大事故の時、速やかに報告、詳細に記録          ↓ 
       　○市教育委員会へ一報     （　　時　　分）

  　○救命処置の実施・・・複数対応（　　時　　分）       ①事故児童指名　②保護者氏名
          人工呼吸の継続 　　  ③事故の原因　④児童の現状　⑤学校の対応
         ＡＥＤの使用     市教委学校教育課　２２－７０３１ 
            ※毛布等で体温の維持（マニュアル）     北部教育事務所    ３２－６１１６ 
         ↓       マチコミで全職員へ（　　時　　分）

            ↓役割分担の確認
      救急車出動要請　　　　（　　時　　分）           

  「こちらは、北浦小学校です。水泳の指導中、   校長（教頭）、担任、養護教諭は 
     児童がおぼれました。現在職員が人工呼吸して
    いますが、生命にかかわりますので、救急車の        病　院　へ

    出動をお願いいたします。」  
    　　↓                                                       役割分担の確認
    救急車到着まで人工呼吸の継続（　　時　　分           ↓

   
    ○保護者へ連絡：状況説明（　　時　　分）  市教育委員会へ状況報告

 　 ○市教育委員会へ一報      （　　時　　分）
        市教委学校教育課　２２－７０３１          ↓ 
        北部教育事務所    ３２－６１１６   緊急職員会議 
                   ・事故の原因　　・事故児童への対応
 　       救急車到着（　　時　　分）担任・養護教諭     ・全児童、児童保護者への指導
 　   　　　　　　　　　　　　　　教頭は同乗    ・マスコミ等今後の対策
                               ↓
 　    病院へ搬送 ※指示を受けた職員は病院へ  誠実な対応、報告・連絡・相談の徹底

  　           ↓
  　担任（教頭）は、保護者に説明、   
  　　　　　　　　　校長に報告する。    教頭（校長）　事故処理後、文書による報告
                        校長も病院へ           ↓
       ↓
 　　緊急職員会議　原因と今後の指導につ      日常指導の徹底、危機意識の徹底
 　  いて  
       ※マスコミ等への対応・窓口の一本化
       　↓

     市教育委員会への文書による報告
  

　児童への日常指導の徹底を組織的に推進する。    

    ●事故対応時の詳細な記録の取り方【現場・病院での状況の把握】
　当事者                                                   窓口の一本化 情

   　
  児　童 担任・教頭・校長 が対応   校長・教頭 が対応 報
  保護者 ← 　

     １人：メモ記録係職員                           校長（教頭）報告を受け、復唱する 管
 職員     １人：   電話報告係職員 →  １人：復唱記録係 　

     （３人以上の体制）       学校へ報告           １人：データ入力係 理
                                            　　　１人：データ整理係



５　地震発生・津波発生時の対応 
 　◎　防災計画に従って行動・避難すること、全員が緊急放送及び消火器、避難場所につい熟知しておくこと。

        地　　震　　発　生

  
  始業以前の場合      授業中の場合 　 放課後の場合

   
 校内放送（放送は近くの職員で）  校内放送（放送は教頭、事務職員で）   校内放送（放送は近くの職員で） 

    
    ●　児童のみなさん地震が発生 ●　児童のみなさん地震が発生 ●　児童のみなさん地震が発生
    　しました。近くにいる先生の 　しました。先生の指示に従っ 　しました。廊下にいるみなさ
    　指示に従ってあわてず近くの 　て揺れが治まるまで、机の下 　んは、あわてず近くの教室の
     　机の下に避難してください。 　に避難してください。 　机の下に揺れが治まるまで避
      　なおいったん揺れが治まって 　難してください。
   　からも余震がある場合がある     ※出入り口確保！ 　　教室内にいるみなさんは、
   　ので、次の放送を聞いて行動      窓開け　机下避難 　机の下に揺れが治まるまで避

       　してください。 　難してください。
       

    ◎　児童のみなさん、近くの先 ◎　児童のみなさん、あわてず ◎　児童のみなさん、あわてず
    　生の指示に従って、カバンな 　おしゃべりをせずに、担任の 　おしゃべりをせずに、担任の
    　どで頭を守るようにして運動 　先生の指示に従って、カバン 　先生の指示に従って、カバン
    　場に避難してください。 　などで頭を守るようにして運 　などで頭を守るようにして運
    　動場へ避難してください。 　動場へ避難してください。
    
    

 対応１　机の下や屋外に近い人は、対応１　机の下に避難させる。 対応１　屋外に近い人は、運動場へ
   　　　運動場へ避難させる。 対応２　担任を中心として、地震が落 　　　避難させる。

 対応２　教職員は校舎内にいる児 　　　ち着いた段階で運動場へ誘導、 対応２　教職員は校舎内にいる児童
    　　　童運動場へ誘導する。 　　　避難する。 　　　を運動場へ誘導する。

 対応３　人数を把握し、教頭へ報 対応３　人数を把握し、教頭へ報告、 対応３　人数を把握し、教頭へ報告
 　　　告、教頭は校長へ報告する。 　　　教頭は校長へ報告する。 　　　教頭は校長へ報告する。
 　　　児童の人数・けがの確認　→　応急手当　状況に応じ 119 番　救急車の要請

  
     テレビ・ラジオ・等で地震の情報を収集　→　津波情報の収集
  

  対応４　初期消火・・・安全を第一にし、火災が発生した場合は、防火扉の作動や消火が可能な場合は消火
  　　　　安全確認・・・児童を全員安全に避難させることが第一。

         被害調査・・・地震が完全に治まり安全が確認された後に被害調査を実施する。
 
 津波の発生確認（教頭）

  
      　　　　津波注意報・津波警報あり        警報なし
          ◎　津波情報の確認  （１）津波の到達予想時刻                            市教育委員会へ報告
  （２）予想される津波の高さ                          本庁学校教育課
 情報をもとに、北浦町総合支所（北浦分室）、北浦中等と連携（校長）       北浦分室 
                                        ※ハンドマイク準備
 　避難場所の決定                         職員は笛を携行
           ＜判断：校長　指示：教頭＞
                       ↓
  到達予想時刻         誘導係      津波の高さ

               
     

     　
  余裕のない場合 余裕のある場合         担 ３ｍまで ３ｍ以上 ※避難場所

       任  【町グラウンド上 PA】 
         先 　距　　離約 700  ｍ

 教職員住宅  町グラウンド上 PA      導 教職員住宅 町グラウンド上 PA  　避難時間　12 分
  

                       避難場所指示・避難場所誘導 ※情報収集：ラジオ、携帯電話
 　　　　　「お・は・し・も」  速やかな移動・的確な指示              防災放送

  　　　　避難確認：児童数の確認、安全の確認、健康状態の把握 ※職員は緊急持ち出し名簿、携帯
        人数を把握し、校長へ報告する。 　電話を携行
       ●安全の確保      ※帰校、帰宅、待機の判断、決定
 
    帰校 　　帰宅 　　待機
 
   （担任） 対応Ａ　保護者への連絡・出迎え　※引き渡しカード 

対応Ｂ　スクールバスで帰宅（必要に応じてメールを使って保護者へ帰宅連絡）

          　　事　後　の　対　応
               ※対応の分析、課題等の明確化　アクションプランの改善・作成



６　風水害発生時の対応 
 

 　◎　防災計画に従って行動・避難すること、全員が緊急放送及び下校方法等について熟知しておくこと。
 

大雨洪水警報発令・台風等接近

情報収集・判断

 
 

避　　難　　指　　示

情報収集・校区内の状況把握

対応協議（校長・教頭・教務・安全教育担当）

北浦分室、北浦中学校等との連携・延岡市教育委員会への連絡

緊急職員会議（情報の共有・今後の指示等の確認）

授業中の場合 放課後の場合

児童がいる 児童がいない

 地区巡回指導員
地域関係機関と

下校が可能 下校が不可能 連携　　　　　

スクールバスの使用を検討

 地区別集団下校 保護者へ引き渡し
『児童引き渡しマニュアル参照』

対応 1  　保護者へ連絡 対応 1  　保護者へ連絡
  　　　　（防災無線・メール） 　　　　（防災無線・メール）

対応 2  　下校指導 対応 2  　下校指導
対応 3  　集団下校 対応 3  　保護者へ引き渡し
（地区担当職員が引率する。）　 （児童は体育館で待機し、保護者

　の迎えを待つ。）

 事後の対応・課題の整理・課題への対応策検討
※対応の分析、課題等の明確化　アクションプランの改善・作成

延岡市教育委員会等関係機関へ報告

 
 
 
 
 
 
 
 
 



７　火災発生時の対応 

火　　災　　発　　生（　発　見　）

       危険を感じる                                                危険を感じない
  

  １　非常ベルを鳴らす                       消火   校長・教頭へ連絡
   ２　大声をあげる

 消火器による消火活動
 ※職員、空き時間の職員は現場に急行    確認、処理

   消火！活動
 

    状況を校長（教頭）に報告
 →　職員へ指示                              
                  速やかに通報１１９

                              緊急放送による状況説明・避難指示

      　　授業中の場合        休み時間の場合     　　　始業前・放課後

■　緊急に全校のみなさんにお知ら ■　緊急に全校のみなさんにお知ら ■　緊急に全校のみなさんにお知ら
　せします。ただ今火災報知器が作 　せします。ただ今火災報知器が作 　せします。ただ今火災報知器が作
　動しました。火災が発生した可能 　動しました。火災が発生した可能 　動しました。火災が発生した可能
　性があります。今確認しています 　性があります。今確認しています 　性があります。今確認しています
　ので、次の放送があるまで、避難 　ので、次の放送があるまで、避難 　ので、近くにいる先生の指示に従

 　の準備をして待っておいてくださ 　の準備をして待っておいてくださ 　って行動してください。
　い。         　い。             近くに先生がいない場合は、速
     教室の外にいる人は近くの先生 　やかに運動場に避難してください

  　の指示に従って行動してください     なお先生方は児童を安全に運動
   ○○の近くにいる人は、その場所 　場へ誘導することを優先して行っ
 　を離れて、運動場に避難してくだ 　てください。         

   　さい。
   

□　○○から火災が発生しました。 □　○○から火災が発生しました。 □　○○から火災が発生しました。
　みなさんは、ハンカチを口に当て、 　みなさんは、ハンカチを口に当て、　みなさんは、ハンカチを口に当て、
　あわてないで先生の指示に従って 　あわてないで先生の指示に従って 　あわてないで先生の指示に従って
　速やかに運動場に避難してくださ 　速やかに運動場に避難してくださ 　速やかに運動場に避難してくださ

   　い。 　い。 　い。
   

      担任の先生方は、児童の誘導を
   　優先して行ってください。

   
   

   ◇　出火場所は○○です。 ◇　出火場所は○○です。 ◇　出火場所は○○です。
   　　初期消火を行ってください。 　　初期消火を行ってください。 　　初期消火を行ってください。

    なお、近くに消火器もしくは消     なお、近くに消火器もしくは消     なお、近くに消火器もしくは消
　火ホースがない場合は、避難を優 　火ホースがない場合は、避難を優 　火ホースがない場合は、避難を優
　先して行ってください。 　先して行ってください。 　先して行ってください。

  
    児童を避難させる 　※非常持ち出し確認

  
           ①人数の確認　　②けがの確認（応急手当）
 
 
     状況報告（在籍数、欠席者数、現在数、異常の有無等）

  
      学級担任　→　教頭　→　校長
 通報・連絡

       １　消防車の要請　　　１１９
       ２　警察に通報　　　　１１０
       ３　延岡市教育委員会（北浦分室）への一報　　　２２－７０３１（北浦分室　４５－３０４０）
      ４　北部教育事務所への一報    ３２－６１１６ 
      ５　保護者への連絡：マチコミメール・町の防災無線等の活用

        ※　マスコミへの対応は教頭に一本化 
 
 



８　学校給食における食中毒・異物混入等異常発生時の対応 
 

  

             　異　常　事　態　の　発　生  
       ○異物混入　○異味・異臭 （　　時　　分）
      ※給食が原因と考えられる吐き気、下痢、腹痛、湿疹　等

  
 　担　　任          　　　　          （　　時　　分）

  
   校　　長（教頭）                    （　　時　　分）

  
   給食主任　栄養教諭　養護教諭        （　　時　　分）

  
   病　　院                            （　　時　　分）

  
   保健所（病院）から                  （　　時　　分）
      ◎教頭は詳細に記録      　

   

 　　  校長・教頭に報告 　　→ 　　給食担当・保健主事  

 　　　　判断・指示     ←     生徒指導主事へ連絡  
   

   
   場合によっては救急車要請       ※　状況の把握
 ○　こちらは北浦小学校です。 　発生場所の状況               記録  

   　児童数名が同じような症状 異物・嘔吐物の保全     （　　時　　分）
 　で下痢や腹痛を訴えていま    確認と保全

  　す。学校の保健室では対応
  　できません。また、原因が
  　はっきりしません。集団食

 　中毒の可能性もあります。 養護教諭へ連絡　処置     （　　時　　分）
   　救急車の出動をお願いいた

 　します。          　状況の確認・記録
           救命救急処置・応急手当

  
  

  
      他の学級の状況把握   状況報告 （　　時　　分）
          （　　時　　分）   校長・教頭
  担任→保健主事→各主任（生徒指導主事等）

  
      （家庭・病院への搬送） 緊急の場合は職員の車で
  通報・連絡

　　１　救急車の要請（１１９番） ※職員の同伴 
　　２　保護者への連絡（学級担任） 
　　３　市教育委員会へ一報     
　　　　　　　　市学校教育課　　　２２－７０３１（北浦分室４５－３０４０） 
    　　　　　　北部教育事務所    ３２－６１１６ 
　　４　延岡保健所　３３－５３７３

        ※　マスコミへの対応・窓口は教頭へ一本化
 
 
 
       【病院・保健所等での体制】
  　当事者が病院到着                                                    窓口の一本化 情

    　
  児　童 担任・校長 が病室へ    教　　　頭 が対応 報
   保護者 ← 　

     １人：メモ記録係職員                            校長の報告を受け、復唱する 管
 職員      １人：電話報告係職員 →   １人：復唱記録係 　

     （３人以上の体制）       学校へ報告            １人：データ入力係 理
                                            　　　１人：データ整理係

 
 
 
 
 
 
 



９　不審者侵入時における安全管理 
 

（１）基本方針 
本校では、平成１３年６月１０日の大阪教育大学教育学部付属池田小学校の痛ましい事件を、本校でも

起こりえることと受け止め、学校・地域の実態・実情を踏まえ、具体的な危機管理対策を危機意識をもっ
 て気を緩めることなく継続的に実施する。

（２）具体的対策 
全職員による、「児童安全確保」について共通理解を図るとともに、保護者・地域社会、関係機関とも

 安全確保のための具体的方策を協議し、実施できるものから実施していく。
        ①　教職員の学校の危機管理・安全確保に関する共通理解及び危機意識の喚起、研修の充実
        ②　教職員の校内巡視（校長、教頭、教務主任の定期的な巡回）
        ③　児童への指導の徹底
          ◎　不審者への対応訓練　　　　◎　危険回避能力の育成に向けた日常指導の徹底
          ◎　集団での下校や行動など　　◎　地区ごとの横のつながり
        ④　保護者への通知
          ・来校時の配慮事項：職員玄関での受付、記帳
          ・児童への指導事項の情報伝達
        ⑤　業者への通知
          ・来校時の配慮事項：職員玄関での受付、記帳
        ⑥　教職員の対応、保護者との連携強化
          ●　教職員の緊急時の対応体制（避難誘導等）の徹底、マニュアル化の推進、実行
          ●　ＰＴＡ役員会等開催による学校と家庭との連携についての共通実践
        ⑦　今後の対策（中期的にできること）
          ※　点検して判明した防犯上問題となる施設の改善
          ※　関係機関（警察等）及び地域（区長、民生児童委員等）との連絡体制の構築
        ⑧　今後の対策（長期的にできること）
          ○　予算をともなうものは、今後関係機関等と協議検討し改善を図る。
         ○　学校安全管理ボランティア（仮称）等を組織し、学校・地域・家庭、地域社会が一体となって、　
　　　　　  幼児児童生徒の安全確保を推進する。
          ○　今後の学校建築には、安全管理を十分に配慮したシステムの導入を図る。
 
 

 【不審者侵入時の対応の流れ】
      不審者の侵入（発見）

      危険を感じる。                                                 危険は感じない。
 
    １　大声をあげる！                              対応    校長・教頭へ直ちに連絡
    ２　警笛を鳴らす
   ３　非常ベルを鳴らす。      　　確認・処理
 
   近隣職員、空き時間の職員は現場に急行・対応
      （さすまた、棒、イス、机、消火器等）

   児童の安全確保を第一に！！
  

   侵入教室
       １　まず児童を避難させる（安全確保、現場から）

       ２　人数の確認　　　　３　けがの確認（応急手当）
   

  
     非侵入教室
    ※状況に応じて、教室待機・避難

  
  

   状況を校長・教頭に報告
  

       詳細な記録     対応指示：児童の安全確保第一

校内放送による状況説明、行動指示

       １　状況によっては救急車の要請　１１９　　児童の安全、生命第一の対応
       ２　警察への通報　　　　　　　　１１０
       ３　関係機関への第一報
          市学校教育課　　　２２－７０３１（北浦分室４５－３０４０） 
    　　　北部教育事務所    ３２－６１１６ 
       ４　保護者への連絡（マチコミメール）
   ※　マスコミへの対応は、教頭に窓口一本化

 
 
 



１０　マスコミ対策 
 
 

  
      教育委員会 　校　　　長 　   関係機関
     市学校教育課　   ２２－７０３１  
     北浦分室　　     ４５－３０４０  
 教     北部教育事務所   ３２－６１１６  

  育
  委

員   ※警察  
会     延岡警察署　　　 ２２－０１１０  
と     北浦駐在所 　　　４５－３０１０  

  の
  連

携   ※消防  
    延岡市消防署 　　２２－７１０８  
      〃   東海分署　３５－３１７４  

 
  教　　　頭  

 

　生徒指導 　保 健 安 全 　　そ  の  他

                  ※　問題の内容ごと、主任を中心に情報収集・整理し、対応をまとめる
 

 
  問 題 発  生
   
    校長・教頭・教務主任等と緊急打合せ

 教
 育

 委   今後の対応についてまとめ職員会議に臨む
  員
 会   緊急職員会議
  と

の   必要な場合はＰＴＡ関係者も参加し公開で開催
連
携

    マスコミ・保護者への対応

   ①　直接の窓口は、教頭が行う。
 
   ②　まとめたもの（事実）についてのみ発表する。学校としての感想は避ける。
 
   ③　学校の姿勢を問われるようなことについては、校長が答え、他の職員は絶対に個
　　人的な意見を言わない。（「管理職に聞いてください」） 
 
   ④　職員間の意見が異ならないように職員間の共通理解を職員会議の中で十分に行う。
 
   ⑤　学校内で対応し、自宅などで答えない。
 
   ⑥　学校外で記者に個人的に質問される場合も答えない。
 

 　⑦　問題の経緯については、しっかり記録しておく。
 
      ※　日頃から、教育記録簿等に、詳細に児童の行動等についてのメモ、記録を残す

 　　　　ようにすること。

 
 
 
 
 
 



１１　暴力団に対する基本的対応マニュアル 
 
  （１）暴力団とは・・・ 
   ■暴力団の定義
     その団体の構成員が、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れがある団体
   ■暴力団の特質
     ・擬制的血縁関係（盃事による親子、兄弟関係など）の存在
     ・縄張りの存在
     ・犯罪的助長集団、対抗抗争常習集団
     ・お金のためなら手段を選ばなぬ不法営利集団
   ■資金源
     ・伝統的資金源（賭博、売春、恐喝、みかじめ料、覚醒剤など薬物の密売等）
     ・新しい形の資金源（債権取り立て、交通事故への示談交渉、倒産整理などの民事介入、経済活動へ

 　　の参入、振り込め詐欺等の詐欺行為）
 
   （２）暴力団対策法第９条で禁止されている１５の行為

 
   １号　口止め料など要求行為 
        ○　人の秘密事項に関し、その人達に「口止め料」を要求する行為
   ２号　不当贈与要求行為 
        ○　不当な方法、内容で、寄付金・賛助金等を要求する行為
   ３号　不当下請け等要求行為 
        ○　断られているのに、発注者や請負業者に下請け等の仕事や物品購入を要求する行為
   ４号　みかじめ料要求行為 
       ○　縄張り内の営業者に対して「あいさつ料」「縄張り料」を要求する行為 
   ５号　用心棒料等要求行為 
        ○　スナックなどに対し、おしぼり納入契約、その他の物品の納入、用心棒代など要求する行為
   ６号　高利債権取り立て行為 
        ○　利息制限法に違反して、高金利の債権を取り立てる行為
   ６号の２　不法な方法で債権を取り立てる行為 
        ○　人から依頼を受け、報酬を得て、または報酬を得る約束をして、債権者に対し、乱暴な言
  　　　　動を交えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり、電話をかけるなどして、債権の
  　　　　取り立てを行う行為
   ７号　不当債務免除要求行為 
        ○　債権等の返済に関し、その免除や猶予を不当に要求する行為
   ８号　不当貸し付け要求行為 
        ○　有利な条件で貸し付け、手形の割引などを要求する行為
   ９号　不当信用取り引き要求行為 
        ○　証券会社に対し、不当に有価証券の信用取り引きを要求する行為
 １０号　不当自己株式売買等要求行為 
        ○　株式会社等に対し、不当にその会社の株式買い取りを要求する行為
 １１号　不当地上げ行為 
        ○　正当に使用する権利に基づいて所有または占領している建物、土地の明け渡しを不当に要
  　　　　求する行為
 １２号　競売等妨害行為 
        ○　土地・建物の占有や支配の誇示を行い、これを留めさせることの対象として明け渡し料を
  　　　　要求する行為
 １３号　不当示談介入行為 
        ○　交通事故などの示談交渉に介入して、相手の事故原因者に損害賠償金などを要求する行為
 １４号　因縁をつけての金品要求 
       ○　小さな異常・損害の程度を誇示したりして、損害金などを要求する行為

 
   （３）暴力団対応の基本的心構え
 
       ①　個人における平素からの基本的心構え

 ポイント１ ・暴力団員は刑務所入りのリスクを抱えながら、
  毅然（恐れず・侮らず）とした態度・勇気をもとう 資金獲得をめざす。彼らは直接的暴力は避けたい

と考える。しかし彼らは脅しのプロである。
  ポイント２ ・暴力団は弱い者には強く、強い者には弱い。

  信念と気迫を持ち、暴力には屈しない ・強い信念と、対決心が相手を崩す武器である。

 ポイント３ ○暴力団員は「見栄・顔・力」を生き甲斐として
  挑発をしない、のらない、冷静な対応をする いる。心理作戦で迫ってくるので挑発に乗れば負

ける。挑発すれば実力行使に訴える。
暴力団員のもつ価値観 １　拝金主義               （人生は金次第である。） 
                     ２　羽振りの良さの誇示     （外車やブランド品はかっこいい。） 
                     ３　労働の蔑視             （汗水垂らして働くのはつまらない。） 
                     ４　「顔」意識の強調       （人前で恥をかかされたら、必ず仕返しをする。） 
                     ５　「力」の原則           （男の価値は力で決まる。）

 
 



       ②　組織における平素からの暴力団に対する基本的心構え
 　ア　必要な危機管理意識

    ■　反社会勢力からの「不当な要求に絶対に応じない」という毅然とした対応姿勢・方針を全職員
　　　が意識化する。

   イ　危機に直面した際の体制づくり
    ■　平素から危機に直面した際の対応・対応責任者、対応補助者等を指定して、公安委員会の責任

 　　　者講習を受講させるほか、報告・通報手順等を定めておく。
    ■　対応責任者は、組織を代表して対応し、応対するとの自覚と、組織としての対策（回避）をす

 　　　るとの心構えで取り組む。
    ■　可能であれば、平素からできるだけ録音、撮影機器等の備えのある、危機に直面した際の応接
　　　室を決めておく。（本講の場合は、玄関入口横の会議室とする。）
   ウ　暴力追放協議会、警察、教育事務所、教育委員会との連携
    ■　可能な限り迅速かつ事前に暴力追放会議、警察、教育事務所、教育委員会に相談できるように
　　　平素から、各関係機関の担当者窓口・連絡方法を確認し連携を図っておく。

 
  （４）具体的な対応マニュアル

   ○　受付は具体的な面談に入る前に、まず、相手方を確認する。 【事務室での対応】
相   ・　住所、氏名（フルネーム）、所属団体、役職、電話番号、 ■アポイントは？ 
手       名刺の提供を求める。 ■お名前とご用件は？
の    ・　入校者名簿に記載させる。 　その間に、教頭へ連

 確 ○　氏名を名乗らなかった場合でも、相手の推定年齢、人相、身 　絡する。
認 　体特徴、乗車してきた車のナンバー、車種、塗色等をチェック ■　教頭は校長に知ら

　しておく。 　せ、部屋を移動する。
 

応 ○   緊急な場合に素早く助けを求めることができ、精神的に余裕 【教頭が対応】
 対 　をもって対応できる場所とする。 極力玄関先で話をすま

  場 ○　暴力団事務所や相手の指定する場所には絶対に出向かない。 せるようにする。
所 ○　相手が強引に外部の場所を言い張る場合には、衆人環視下の 部屋に通す場合は、会

  の 　最寄りの喫茶店などを指定する。 議室とする。
選   （なるべく警察に近い場所が適当） 校長は対応しない。
定

 

 対 ○　常に相手より多い人数で対応し、それぞれの役割分担を決め 【役割分担】
 応 　ておく。 責任者       ：教頭

人    （責任者、記録係、録音係、連絡・確認係等） 記録係       ：教務
数 ○　相手が大勢の場合は、代表１～２人に制限する 録音係       ：生指主

連絡・確認係：体育主
 

     対 ○　対応時間は、初期の段階で可能な限り短く指定する。 ■　３０分位が適当
   応 ○　初期の段階で、いかなる要件で、何の目的で来たのかを確 　「～時には～がある

 要時 　認する。 　ので～時までにお願
 求間 ○　代理人の場合は委任状を確認し、委任者にも委任の事実を 　いします」と対応時
   内・ 　確認する。 　間を明確にする。

  容 ○　相手が目的を言わないのに、勝手に「目的は金だ」と判断 ■　誠意を示せ！
  確 　して金銭的な解決を前提に話を進めない。 　「それはどういう意

 認 ○　相手が「誠意を示せ」等と言った場合も、その具体的な目 　味ですか」
 　的を相手から聞き出すように仕向ける。 ■　顔を立てろ！

　「具体的にはどうす
　ればいいのですか。」

 

 言 ○　不当な要求は毅然として拒否する。当方の責任が明らかでな 【相手の作戦】
動 　い段階で「申し訳ありません」「ご迷惑をおかけいたしました」 ■　巧みに論争に持ち

 に 　等、当方の非を認めるような言動は禁物である。 　込み対応者の失言を
注 ○　事実が不明確な段階で「考えておきます」「検討させていた 　誘い、また、言葉尻
意 　だきます」等、相手に期待をもたせるような言動も禁物である。 　をとらえて厳しく糺

 　弾してくる。
  　言動には注意する。

 

 書 ○　書類作成・署名・押印は絶対拒否する。 ■　「一筆書けば許し
類 ○　詫び状や念書等は、絶対に書かない。また、白紙等に署名、 　てやる」等の詫び状

 等 　捺印を求められても応じない。 　や念書等を書かせた
 の ○　暴力団員等が社会運動に名を借りて署名を集める事があるが 　がるが、後日金品要

対 　署名や押印は絶対に禁物である。 　求の材料等に悪用さ
応 　れる。

 



 

   ポイント
即 ○　対応は組織的にすることが大切。 ■「解決を急がない！」 

 答     相手はこちらが動揺している間に、組織的な方針が確立して    ・事実確認
約 　いないうちが勝負所と考えて、その場で回答を執拗に求めてく    ・相談

 束 　る。    ・組織的検討
 は ○　事実関係が明瞭でない段階での、即答や約束はしないこと。    ・回答

し ○　特別な事情がないかぎり、こちらから相手に電話はしない。 ■「即答はできません」 
な   ・シンキングタイム
い 　　（時間をかせぐ）をつ

　　　 くることが大切

 
  （５）その他注意すべき対応マニュアル・ポイント

     ①　校長は対応しない 
       □　暴力団等は、いきなり「責任者を出せ！」「校長を出せ！」等と言ってくるのが常である。 
       □　当初からトップ等の決裁権のある者が対応すると、即答を迫られる。 
       □　最初にトップを出すと以後の交渉でも、トップ対応を求められる。 
       □　校長室に通さない。会議室等を利用する。 
　　　 □ 「忙しい」とかの理由を言うと、居座られることがある。 
       □ 「居留守」を使うと、相手に分かった場合に、トップ攻撃に矛先を変えてくる。 
 

     ②　湯茶等の接待はしない 
        □　湯茶等を出すと、相手は「居座り」を容認した者と勘違いする。
        □　湯飲茶碗等を投げつけたりして、脅しの道具に使われる危険がある。
       □　対応する部屋に、「暴追ポスター」「責任者講習受講修了書」等、こちらの姿勢を示すものを掲示する 
　　　　  とよい。
 

     ③　対応内容の記録 
        □　電話や面談等の内容を記録化しておくことは、相手を犯罪で検挙する場合や行政処分、民事訴訟の際
　　　　  に証拠として不可欠である。
        □　相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ撮影をする。抑止力にもなる。
        □　特に、録画や録音は、その正確さに加え、脅しのトーンも記録できる大切な証拠となる。また、上司
　　　　  に正確に報告することができる。
 

     ④　初期段階で暴力追放協議会や警察等に相談・通報 
        □　何かと表沙汰にならないように等の配慮から、軽率に相手に妥協して深みにはまってからでは、遅す
          ぎる。相談や通報が早ければ早いほど自信をもって間違いのない解決ができる。
        □　迷わず相談することが、解決の早道である。
        □　裏取引は、新たなスキャンダルを生むことになる。
        □　連携を察知すれば、暴力団員は近付かなくなる。

 　　

     ⑤　法的手段の検討 
        □　行政命令　　　　暴対法による中止命令等
       □　民事事件         弁護士に依頼しての仮処分の申し立て
　　　 □　刑事事件         警察に被害届を出しての検挙
 

 （６）　緊急連絡先 

　市学校教育課　　  ２２－７０３１ 

　北浦分室　　      ４５－３０４０ 

　北部教育事務所    ３２－６１１６ 
 

　延岡警察署　　　  ２２－０１１０ 

　北浦駐在所 　　　 ４５－３０１０ 
 

　延岡市消防署 　　 ２２－７１０８ 

  　 〃   東海分署  ３５－３１７４ 
 

　　　宮崎県暴力追放県民会議（暴追センター） 
                     電話　０１２０－１８４－８９３



１２ 弾道ミサイル発射に係る対応について 

 

（１）Ｊアラートを通じて、緊急情報が発信された際の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弾道ミサイル発射情報・避難の呼びかけ（Ｊアラート） 

避
難
行
動 

【屋外にいる場合】 

○ 近くの建物（校舎）の中に避難し、床に伏せて頭部を守る。 

（可能であれば、頑丈な建物が望ましいが、近くにない場合はそれ以外の建物

に避難） 

○ 近くに避難できる建物がない場合は、物陰（木、遊具）に身を隠すか、地面

に伏せて頭部を守る。 

【屋内にいる場合】 

○ できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する。 

○ 床に伏せて頭部を守る。 

（行動の基本：姿勢を低くし、頭部を守る。） 

日本に落下する 

可能性がある 

日本の上空を通過 

日本の領海外の 

海域に落下 

○直ちに避難の呼びかけ 

（避難行動をとる） 

 

○落下場所についての情報 

 追加の情報があるまで、

引き続き屋内での避難を

継続する。 

 

○追加情報を聞き、避難の

継続や解除をする。 

○ミサイル通過情報の確認 

      

○落下場所等の確認 

○ 屋内避難は解除 

※ 不審なものを発見した場合は、決して近寄らず、

直ちに警察、消防署や海上保安庁に連絡する。 



 （２） 様々な場面における避難行動等の留意点 

①
学
校
に
い
る
場
合 

【校舎内の対応例】 

・ 弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛けがあった際に、教室内で授業中の場合であって、

地下室や窓のない部屋にすぐに移動することが難しい場合は、窓からなるべく離れて床に

伏せて頭部を守ったり、机の下に入って頭部を守ったりする。 

【校舎外の対応例】  

・ 校舎外の授業中で、近くの建物の中や地下に避難することが難しい場合は、遮へい物の

ない校庭の中心ではなく、物陰に身を隠すか、その場で地面に伏せて頭部を守る。 

②
校
外
活
動
中
の
場
合 

・ 屋内にいる場合でも、すぐに避難できるところに頑丈な建物や地下があれば、直ちにそ

ちらに避難する。 

・ 校外活動に際しては、計画の段階で様々な危機事象の発生も想定しておくこと。 

・ 活動場所での情報伝達方法や危機事案が発生した場合の避難について、事前に確認して

おくこと。特に、野外での活動の際は、引率者は、携帯電話等の情報ツールを携行するこ

とはもとより、情報収集の手段を確保しておくことや、事案が発生した場合の避難を念頭

においた下見を行うこと。 

・ 児童に対しては、自由行動中など教職員がそばにいない際の避難行動や連絡手段につい

て、事前に指導しておくこと。 

③
登
下
校
中
の
場
合 

・ 登下校中は、地震発生時と同様に、そのとき入手した情報に基づき児童が自らの判断で

冷静に行動できるよう、事前に指導しておくこと。  

・ 屋外スピーカー等から警報が発せられる場合、場所によっては聞こえないこともあるが

ミサイル発射情報はテレビやラジオでも伝えられるほか、緊急速報として携帯電話等にも

メールが配信されるので、聞こえてくる音を注意深く聞くこと。また、緊急情報を知った

人が何らかの行動をとることから、周囲の変化や人の行動も情報の一つとして考える。 

・ 電車やバス等、公共交通機関においては、車内に流れる情報や乗務員の指示を注意して

聞き、その指示に従うこと。 

【スクールバス等における留意点】 

・ 自動車乗車中の場合は、ガソリンなどに引火する危険があることから、車を止めて近く

の建物や地下等に避難する、周囲に避難できる場所がない場合は車から離れて地面に伏

せ、頭部を守る行動をとる。 

・ バスに乗っている児童の状況によって、車外に出ることが危険と判断される場合は、車

内で姿勢を低くして頭部を守ること。地震の避難と同様、危機事象に遭遇した際には危険

回避のために 統率のとれた行動ができるよう平素から指導をしておくこと。 

④
自
宅
等
に

い
る
場
合 

・ 児童生徒等が登校前や下校後で自宅等にいる場合は、安全確認が取れるまで待機し、身

の安全を確保すること。早朝等に弾道ミサイル発射情報が伝達された場合の登校時間の変

更や臨時休業などの学校からの情報伝達の方法や安否確認の方法についても、あらかじめ

決めた上で、周知しておくこと。 

 










